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(57)【要約】
【課題】反射部材を使用した侵入検知センサーにおいて
、正確に光軸調整ができ、従来の反射部材を用いた光電
センサーより長距離警戒ができるとともに失報も起こら
ず、かつ狭い警戒区域を実現できることを課題とする。
【解決手段】投光部と受光部を備えた測距センサーユニ
ットと、再帰反射性を有する反射部材とで構成される測
距型侵入検知センサーにおいて、測距センサーユニット
は、距離測定部と受光量測定部と距離記憶部と受光量記
憶部とを備え、距離測定部で測定したセンサーユニット
から反射部材までの距離を距離記憶部で記憶し、その時
に受光量測定部で測定した受光量を受光量記憶部で記憶
し、距離測定部で測定した距離が、記憶した距離から予
め設定した閾値１を超えて変化した場合、または、受光
量測定部で測定した受光量が、記憶した受光量から予め
設定した閾値２を超えて変化した場合に、検知信号を出
力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
投光部と受光部を備えた測距センサーユニットと、再帰反射性を有する反射部材とで構成
される測距型侵入検知センサーにおいて、
前記測距センサーユニットは、距離測定部と受光量測定部と距離記憶部と受光量記憶部と
を備え、
前記距離測定部で測定した前記センサーユニットから前記反射部材までの距離を前記距離
記憶部で記憶し、その時に前記受光量測定部で測定した受光量を前記受光量記憶部で記憶
し、
前記距離測定部で測定した距離が、前記記憶した距離から予め設定した閾値１を超えて変
化した場合、または、前記受光量測定部で測定した受光量が、前記記憶した受光量から予
め設定した閾値２を超えて変化した場合に、検知信号を出力する測距型侵入検知センサー
。
【請求項２】
前記閾値２は、予め設定した所定時間ａの受光量の平均値をα倍（ただしαは定数）した
値とし、前記所定時間ａごとに更新される請求項１に記載の測距型侵入検知センサー。
【請求項３】
検知信号出力中は、前記受光量の平均値を使用せず、前記閾値２の更新作業を停止し、非
検知状態に復帰後からの受光量をもとに計算された前記受光量の平均値を使用し、前記閾
値２の更新作業を再開する請求項２に記載の測距型侵入検知センサー。
【請求項４】
前記閾値２の更新は、変化量に最大値を設けた請求項２または３に記載の測距型侵入検知
センサー。
【請求項５】
測定した距離を出力する距離出力部と前記受光量を出力する受光量出力部とを設け、
前記受光量出力部の出力レンジは前記距離測定部で測定した距離により設定され、前記距
離出力部と前記受光量出力部の出力値を、独立した出力部、または切り替えて兼用する出
力部で出力する請求項１から４のいずれか一項に記載の測距型侵入検知センサー。
【請求項６】
前記請求項５に記載の測距型侵入検知センサーの光軸調整方法であって、
前記測距センサーユニットと前記反射部材との距離を予め測定して把握しておき、
前記距離出力部の出力値が前記測距センサーユニットと前記反射部材との距離になるよう
に前記センサーユニットの方向を粗調整した後、前記受光レベル出力部の出力値により受
光量を調整し、前記測距センサーユニットの方向を微調整する光軸調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、投光部と受光部を内蔵した測距センサーユニットと、再帰反射性を有する反射
部材とで構成される測距型侵入検知センサーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、投光部と受光部を内蔵したセンサーユニットと、再帰反射性を有する反射部材とで
構成される光電センサーが存在する。（例えば、特許文献１、特許文献２参照）反射部材
側には電源の供給は不要となるため、配線工事上の制約のある場所においてよく用いられ
ている。
【０００３】
センサーユニットと再帰反射性を有する反射部材とを、警戒区域を隔てて対向して設置し
、警戒区域において、人間（侵入者）が投光部から発せられている光線を遮断することに
より、受光部でこの状態を検出して侵入者検知信号を出力するようにしている。
良好な状態で使用するためには、十分な受光量が得られなくてはいけなく、投光部と反射
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部材間、反射部材と受光部間の光軸が合致するように光軸調整をする必要がある。受光量
が低いと、太陽光や車のヘッドライト、木々の揺れなどにより誤動作が起こる。
【０００４】
また、投光部から投光される光の反射光を受光素子で受光することで反射物までの距離を
測定することにより、警戒区域内に侵入者の存在有無を判定し、侵入者検知信号を出力す
る測距型侵入検知センサーもある。（例えば、特許文献３参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２１３６８号公報
【特許文献２】特開２００４－２２６２８２号公報
【特許文献３】特開２０１３－２２８８３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、従来の反射部材を使用した光電センサーでは、センサーユニットと再帰反
射性を有する反射部材との距離、即ち警戒距離を長距離にしようとすると、受光部で十分
な受光量が得られるように投光部の投光パワーを上げる必要があった。しかし、そうする
と警戒区域内であるにもかかわらず、センサーユニットの近傍を侵入者が通過した場合、
投光部から投光された光が、侵入者に反射し、受光部に入光することになり、検知信号を
出力しない状態（失報）となってしまう。よって、警戒距離が約１０ｍの反射部材を使用
した光電センサーしか存在しなかった。
【０００７】
さらに、光軸調整時は受光量をモニターし大きくなるように調整するのだが、反射部材と
異なる方向に反射物がある場合、その反射物の方向へセンサーユニットを向けても受光量
が大きくなるため、想定している警戒区域を実現することができないという不具合があっ
た。
【０００８】
また、従来の測距型侵入検知センサーでは、図８のように測距型侵入検知センサー１０１
から投光した光が広がりを持ってしまうため、それに伴い警戒区域１０２も角度θと広が
ってしまい、狭い範囲での警戒ができないことがあった。
【０００９】
そこで本発明は、反射部材を使用した侵入検知センサーにおいて、正確に光軸調整ができ
、従来の反射部材を使用した光電センサーより長距離警戒ができるとともに失報も起こら
ず、かつ狭い警戒区域を実現できることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するために、本発明の測距型侵入検知センサーは、投光部と受光部を備え
た測距センサーユニットと、再帰反射性を有する反射部材とで構成される測距型侵入検知
センサーにおいて、前記測距センサーユニットは、距離測定部と受光量測定部と距離記憶
部と受光量記憶部とを備え、前記距離測定部で測定した前記センサーユニットから前記反
射部材までの距離を前記距離記憶部で記憶し、その時に前記受光量測定部で測定した受光
量を前記受光量記憶部で記憶し、前記距離測定部で測定した距離が、前記記憶した距離か
ら予め設定した閾値１を超えて変化した場合、または、前記受光量測定部で測定した受光
量が、前記記憶した受光量から予め設定した閾値２を超えて変化した場合に、検知信号を
出力する。
【００１１】
この構成によれば、受光量の変化だけでなく距離の変化でも、侵入検知を判定しているた
め、侵入者が測距センサーユニット近傍を通過しても検知信号を出力することができ、失
報となることはない。また、図７のように測距センサーユニット１と反射部材２間に警戒
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区域３が角度δで形成され、反射部材２を使用しなかった場合の角度θより狭くすること
ができる。この角度δは反射部材を異なる大きさとすることにより変更され、それにとも
ない受光量の変化による検知対象の大きさを変更することができる。
【００１２】
単純に従来の測距型侵入検知センサー１０１と反射部材１０３を組み合わせた場合、図９
のように壁際に設置すると侵入者１０５が警戒区域１０４に入っても壁面１０６などによ
って反射した光が回り込んで、光路１０７で測距型侵入検知センサー１０１に戻ってくる
ため、光路１０７の距離が測距型侵入検知センサー１０１と反射部材１０３との距離から
閾値１を超えない場合、失報となってしまう。しかし、本発明の反射部材を使用した測距
型センサーは、距離の変化だけでなく受光量の変化でも、侵入検知を判定しているため、
光の回り込みによる失報を防ぐことができる。
【００１３】
また、前記閾値２は、予め設定した所定時間ａの受光量の平均値をα倍（ただしαは定数
）した値とし、前記所定時間ａごとに更新されるのが好ましい。
【００１４】
このように閾値２を設定することで、雨や霧などの気象条件や、測距センサーユニットの
カバーや窓部の汚れなどの環境の変化による緩やかな受光量の変動に対して検知信号を出
力しないようにでき、環境の変化による誤動作を防ぐことができる。
【００１５】
また、検知信号出力中は、前記受光量の平均値を使用せず、前記閾値２の更新作業を停止
し、非検知状態に復帰後からの受光量により計算された前記受光量の平均値を使用し、前
記閾値２の更新作業を再開することが好ましい。
【００１６】
侵入者が長時間警戒区域内に存在した場合、受光量が少ない状態が長時間続いてしまい、
この時に閾値２を更新していると受光量が少ないにもかかわらず、検知信号を出力しない
失報状態となってしまう。しかし、本発明のように閾値２の更新作業を停止、再開するこ
とで、侵入者が長時間警戒区域内に存在した場合の失報を防ぐことができる。
【００１７】
また、前記閾値２の更新は、変化量に最大値を設けることが好ましい。
侵入者が警戒区域にゆっくり侵入すると、所定時間ａまでの受光量の変化量が閾値２ぎり
ぎりとなることがある。それが連続で起こった場合、受光量の変化の合計が大きかったと
しても、検知信号を出力しない失報状態となってしまう。
侵入者が警戒区域にゆっくり侵入した場合に検知するためには、所定時間ａを長く設定す
ればいいのだが、長く設定すると受光量の平均値を計算する際にサンプリング間隔も長く
設定しないとデータ量が多くなってしまうため、望ましくない。
本発明のように、閾値２の更新の変化量に最大値を設ければ、侵入者が警戒区域にゆっく
り侵入した場合の失報を防ぎ、かつ受光量に関するデータ量の軽減を実現することができ
る。
【００１８】
また、測定した距離を出力する距離出力部と前記受光量を出力する受光量出力部とを設け
、前記受光量出力部の出力レンジは前記距離測定部で測定した距離により設定され、前記
距離出力部と前記受光量出力部の出力値を、独立した出力部、または切り替えて兼用する
出力部で出力し、
光軸調整は、前記測距センサーユニットと前記反射部材との距離を予め測定して把握して
おき、前記距離出力部の出力値が前記測距センサーユニットと前記反射部材との距離にな
るように前記センサーユニットの方向を粗調整した後、前記受光レベル出力部の出力値に
より受光量を調整し、前記センサーユニットの方向を微調整する方法とする。
【００１９】
従来の反射部材を使用した光電センサーや対向型の光電センサーの光軸調整に用いている
受光量出力部は、異なる警戒距離であっても出力レンジは同じであった。警戒距離が長い
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ほど、受光量が少なくなるのは明確であり、長距離で光軸を調整する場合と短距離で光軸
を調整する場合とでは出力される受光量が異なるため、長距離の場合は細かい角度でセン
サーの方向を調整できても短距離の場合は細かい角度で調整できないという不具合があっ
た。
【００２０】
本発明の光軸調整方法では、警戒距離により受光量出力部の出力レンジを設定するため、
どの警戒距離においても詳細で正確な光軸調整が可能となり、誤動作を低減でき、安定し
た検知性能を発揮することができる。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、反射部材を使用した測距型侵入検知センサーにおいて、正確に光軸調整
ができ、従来の反射部材を使用した光電センサーより長距離警戒ができるとともに失報も
起こらず、かつ狭い警戒区域を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の測距型侵入検知センサーの運用状態を示した図である。
【図２】本発明の測距センサーユニットの一実施形態を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態における受光量の変動と閾値２との関係の一例を示した図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態における侵入者が警戒区域内に長時間存在した場合の受光量
、閾値２、および検知状態の関係の一例を示した図である。
【図５】本発明の一実施形態における侵入者が警戒区域内にゆっくり侵入した場合の受光
量、閾値２、および検知状態の関係の一例を示した図である。
【図６】本発明の一実施形態における距離測定部で測定した距離と距離出力部の出力電圧
との関係の一例を示したグラフである。
【図７】本発明の測距型侵入検知センサーの警戒区域を示した図である。
【図８】従来の測距型侵入検知センサーの警戒区域を示した図である。
【図９】従来の測距型侵入検知センサーと反射部材を組み合わせ、壁際に設置した場合を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
図１は本発明の測距型侵入検知センサーの運用状態を示している。
図１のように測距センサーユニット１と再帰反射性を有する反射部材２とを、警戒区域を
隔てて対向して設置して運用する。
【００２４】
図２は本発明の測距センサーユニットの一実施形態を示すブロック図である。
測距センサーユニット１は、測距部１０、ＣＰＵ部２０、出力部３０で構成され、測距部
１０には投光部１１、受光部１２を備えており、投受光制御部１４で制御される投光部１
１、受光部１２において、投光部１１から投光された光の反射光を受光部１２で受光し、
距離測定部１５にて投光から受光に要する時間を基に反射物までの距離を測定している。
また、受光部１２で受光した受光量を受光量測定部１３にて測定している。
【００２５】
測距センサーユニット１は、投光部１１から投光された光が反射部材２で反射して受光部
１２で受光できるように設置する。
距離測定部１５で測定した測距センサーユニット１から反射部材２までの距離ｄをＣＰＵ
部２０にある距離記憶部２２に記憶し、その時に受光量測定部１３で測定した受光量Ｒを
ＣＰＵ部２０にある受光量記憶部２１に記憶する。
【００２６】
距離測定部１５で測定した距離が距離記憶部２２の値から予め設定した閾値１を超えて変
化した場合、あるいは、受光量測定部１３で測定した受光量Ｒが受光量記憶部２１の値か
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ら予め設定した閾値２を超えて変化した場合、信号制御・処理部２３で侵入者ありと判断
し、検知信号出力部３１から検知信号を出力する。
【００２７】
距離の変化、または受光量の変化によって、検知信号を出力することで、図８のように距
離だけの監視で起こる壁などによる光の回り込みが原因の失報と、受光量の変化の監視だ
けで起こる測距センサーユニットの近くにある遮光物の失報を防止することができる。
【００２８】
雨や霧などの気象条件や、測距センサーユニット１のカバーや窓部の汚れなどの環境の変
化により受光量の変動が起こるが、この場合は緩やかに受光量が変化する。このような緩
やかな受光量の変化で検知信号を出力しないようにするため、受光量記憶部２１には、受
光量測定部１３で測定した受光量Ｒを、予め設定した所定時間ａで平均し、その平均値を
所定時間ａごとに記憶するようにし、その記憶値からα倍（ただしαは定数）した値を閾
値２としている。
【００２９】
図３は、本発明の一実施形態における受光量Ｒ、閾値２、および検知状態の関係の一例を
示した図である。時間ｔ１までは環境の変化による受光量の変化が緩やかな場合を示し、
時間ｔ１以降は人が警戒区域に侵入したことによる受光量の変化が速い場合を示している
。
【００３０】
時間ｔ１までは、受光量記憶部２１に受光量測定部１３で測定した受光量Ｒを、予め設定
した所定時間ａで平均し、その平均値を所定時間ａごとに記憶するようにし、その記憶値
からα倍（ただしαは定数、例えばα＝０．２５など）した値を閾値２としているため、
受光量Ｒの変動に追従して閾値２も変化し、緩やかな受光量の変化では閾値２を超えず、
検知信号を出力しない。時間ｔ１以降では、受光量Ｒの変化が終わった後に閾値２が変化
するため、受光量Ｒは閾値２を超え、検知状態となり検知信号を出力する。
【００３１】
次に侵入者が警戒区域内に長時間存在した場合の検知状態について説明する。
本発明では、検知信号出力中は、受光量Ｒの平均値を使用せず、閾値２の更新作業を停止
し、非検知状態に復帰後からの受光量Ｒをもとに計算された受光量Ｒの平均値を使用し、
閾値２の更新作業を再開する。
【００３２】
図４は、本発明の一実施形態における侵入者が警戒区域内に長時間存在した場合の受光量
Ｒ、閾値２、および検知状態の関係の一例を示した図である。実線は本発明の一例を示し
、点線は閾値２の更新作業を停止しない場合を示している。
【００３３】
本発明と閾値２の更新作業を停止しない場合の両方とも、時間ｔ２で受光量Ｒの変化量が
閾値２を超え、検知状態となり検知信号を出力するが、閾値２の更新作業を停止しない場
合は、時間ｔ３で非検知状態に復帰してしまい、失報状態となってしまう。しかし、本発
明では、時間ｔ３以降も検知状態を継続し、非検知状態に復帰後、時間ｔ４から再び受光
量の平均値を計算し始め、時間ｔ５から閾値２の更新が再開される。
【００３４】
次に侵入者が警戒区域内にゆっくり侵入した場合の検知状態について説明する。
本発明では、閾値２の更新の変化量に最大値を設けている。
図５は、本発明の一実施形態における侵入者が警戒区域内にゆっくり侵入した場合の受光
量Ｒ、閾値２、および検知状態の関係の一例を示した図である。実線は本発明の一例を示
し、点線は閾値２の更新の変化量に最大値を設けていない場合を示している。
【００３５】
本発明と閾値２の更新の変化量に最大値を設けていない場合の両方とも、時間ｔ６で閾値
２が変更されるが、閾値２の更新の変化量に最大値を設けていない場合は、受光量Ｒの変
化量が閾値２を超えず、時間ｔ６以降も受光量Ｒの変化量が閾値２ぎりぎりとなることが
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続いた場合、受光量の変化の合計が大きいにもかかわらず、検知信号を出力しない失報状
態となってしまう。しかし、本発明では、閾値２の更新の変化量は最大値ｂまでと制限し
ているため、時間ｔ７で受光量Ｒの変化量が閾値２を超え、検知状態となり検知信号を出
力することができる。
【００３６】
次に本発明の測距型侵入検知センサーの光軸調整方法について説明する。
図２に示すように、測距センサーユニット１には、距離測定部１５で測定した距離を電圧
値として確認できる距離出力部３２と、受光量測定部１３で測定した受光量Ｒを電圧値と
して確認できる受光量出力部３３を備えている。距離出力部３２と受光量出力部３３は、
スイッチ３５で光軸調整用出力部３４にどちらか一方が出力され、テスターで読み取れる
ようになっている。
【００３７】
図６は、本発明の一実施形態における距離測定部１５で測定した距離と距離出力部３２の
出力電圧との関係の一例を示したグラフである。距離出力部３２の電圧値は、距離測定部
１５で測定した距離０．１ｍにつき０．０１Ｖの電圧値としている。距離出力部３２の電
圧値を確認することにより、距離測定部１５で測定された距離が明確になる。
【００３８】
また、受光量出力部３２の出力レンジは、距離測定部１５で測定した距離により設定され
る。表１に距離測定部１５で測定した距離、受光量測定部１３で測定した受光量、受光量
出力部３３の出力電圧の一例を示す。測定距離が長いほど、小さい受光量の詳細を出力電
圧で確認することができるようになっている。
【００３９】
【表１】

【００４０】
まず、設置した測距センサーユニット１と反射部材２との距離ｄ（警戒距離）を予めメジ
ャーなどで測定して把握しておく。
スイッチ３５で光軸調整用出力部３４に距離出力部３２からの電圧値が出力されるように
し、測距センサーユニット１に設けられている照準器（図示せず）を用いて、測距センサ
ーユニット１を反射部材２の方向に向け、光軸調整用出力部３４の電圧値が予め測定して
いた距離ｄの値に当たる電圧値になるように合わす。
【００４１】
その時、受光量出力部３３のレンジを自動的に切り替えても、押しボタンスイッチなどで
切り替えてもよい。
次に、スイッチ３５で光軸調整用出力部３４に受光量出力部３３からの電圧値が出力され
るようにし、測距センサーユニット１の向きを微調整し、受光量が最大になれば、光軸調
整完了とする。
【００４２】
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本発明の光軸調整方法では、警戒距離により受光量出力部３３の出力レンジを設定するた
め、どの警戒距離においても詳細で正確な光軸調整が可能となり、誤動作を低減でき、安
定した検知性能を発揮することができる。
【００４３】
本発明の一実施形態の説明において、各出力を電圧値としたが、音、レベルメータ、ＬＥ
Ｄ表示でもよい。また、光軸調整用出力部３４が無く、距離出力部３２、受光量出力部３
３のそれぞれから出力値を確認できるようにしてもよい。
【００４４】
以上、本発明の実施形態を説明したが、上述の実施形態は例として提示したものであり、
発明の範囲は、これに限定するものではなく、その他の様々な形態で実施されることが可
能であり、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲に含まれるものであ
る。
【符号の説明】
【００４５】
１　測距センサーユニット
２　反射部材
３　警戒区域
１０　測距部
１１　投光部
１２　受光部
１３　受光量測定部
１４　投受光制御部
１５　距離測定部
２０　ＣＰＵ部
２１　受光量記憶部
２２　距離記憶部
２３　信号制御・処理部
３０　出力部
３１　検知信号出力部
３２　距離出力部
３３　受光量出力部
３４　光軸調整用出力部
３５　スイッチ
１０１　測距型侵入検知センサー
１０２　警戒区域
１０３　反射部材
１０４　警戒区域
１０５　侵入者
１０６　壁面
１０７　光路
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